
○河内長野市附属機関設置条例 

平成２４年１２月２１日 

条例第３５号 

改正 平成２５年１２月２０日条例第３８号 

平成２６年３月２７日条例第５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定め

るもののほか、市が設置する執行機関の附属機関について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３

第１項の規定に基づき、その設置及び担任する事務その他附属機関に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市が設置する執行機関の附属機関及び担任する事務は、次のとお

りとする。 

(1) 市長の附属機関 

名称 担任する事務 

河内長野市移動等円滑化

基本構想協議会 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成１８年法律第９１号）第２６条第１

項の規定による基本構想の作成に関する協議及

び基本構想の実施に係る連絡調整等に関する事

務 

河内長野市公の施設指定 市が設置する公の施設（地方自治法第２４４条第



管理者選定委員会 １項に規定する「公の施設」をいう。）の指定管

理者の選定についての審査、審議等に関する事務 

河内長野市観光宿泊施設

機能維持事業民間事業者

の提案の選定に係る審査

委員会 

河内長野市観光宿泊施設機能維持事業を行う民

間事業者の提案その他民間事業者の提案の選定

についての審査、審議等に関する事務 

河内長野市行財政評価委

員会 

行財政運営に必要な事項及び市の事務事業に対

する評価についての審議等に関する事務 

河内長野市交通問題協議

会 

市域における交通諸問題に対処するための事項

についての調査、審議等に関する事務 

河内長野市高齢者保健福

祉計画等推進委員会 

市が策定する高齢者保健福祉計画及び介護保険

事業計画に関すること並びに地域包括支援セン

ター、地域密着型サービスその他高齢者保健福祉

事業及び介護保険事業に関することについての

審議等に関する事務 

河内長野市災害時要援護

者支援検討委員会 

市が策定する災害時要援護者支援プラン策定に

必要な基本項目及び要援護者の支援実施に関す

るマニュアル等の検討事項についての審議等に

関する事務 

産業振興ビジョン策定委

員会 

市が策定する河内長野市産業振興ビジョンに関

する検討事項についての審議等に関する事務 

河内長野市産品ブランド 河内長野市産品ブランド化推進計画に基づく実



化推進委員会 施内容の検討及び決定並びに河内長野市ブラン

ド産品の認定及びプロモーションについての審

査、審議等に関する事務 

河内長野市事業再評価委

員会 

市が実施する事業の効率性及びその実施過程の

透明性の一層の向上を図るために実施する事業

再評価についての審議等に関する事務 

河内長野市次世代育成支

援対策協議会 

市が策定する次世代育成支援対策行動計画の推

進及び進行管理についての審議等に関する事務 

河内長野市市長表彰審査

会 

市長が行う表彰に関し、表彰の適正を期するため

の審査、審議等に関する事務 

河内長野市市民公益活動

支援・協働促進懇談会 

市が行う市民公益活動の支援及び協働促進施策

に関する基本的事項についての検討及び提言事

項についての審議等に関する事務 

河内長野市市民公益活動

支援補助金審査・協働事

業選定委員会 

河内長野市市民公益活動支援補助金の交付の可

否の決定及び河内長野市協働事業提案制度にお

ける公開プレゼンテーションで説明が行われた

提案事業の選定についての審査、審議等に関する

事務 

河内長野市社会福祉法人

設立認可等審査会 

社会福祉法人の設立の認可等の審査、審議等に関

する事務 

河内長野市住宅マスター

プラン等策定委員会 

市の住宅マスタープラン及び市営住宅の長寿命

化計画その他住宅政策に関する事項についての



審議等に関する事務 

市立休日急病診療所運営

委員会 

河内長野市立休日急病診療所の円滑な運営を図

るため必要となる事項についての調査、審議等に

関する事務 

市立障害者福祉センター

運営委員会 

河内長野市立障害者福祉センターの運営に関す

る事項についての調査、審議等に関する事務 

河内長野市水道事業経営

懇談会 

河内長野市水道事業が取り組む事案において、水

道事業の経営健全化に資する意見についての審

議等に関する事務 

河内長野市青少年問題協

議会 

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合

的施策に関する調査、審議等及び関係機関相互の

連絡調整に関する事務 

河内長野市地域公共交通

会議 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律第５９号）の規定に基づき、地域の需

要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運

送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の

実情に即した輸送サービスの実現に必要となる

事項についての審議等に関する事務 

河内長野市地域福祉推進

協議会 

河内長野市地域福祉計画に関する提言及び計画

の円滑な推進に関する事項についての審議等に

関する事務 



河内長野市庁舎等総合建

物管理業務総合評価入札

評価委員会 

市が発注する業務委託における総合評価入札導

入の適否、導入の決定がなされた際の落札者決定

基準及び落札者決定基準に基づく落札者の決定

についての審査、審議等に関する事務 

河内長野市統計常任委員

会 

統計調査に関する事務について研究、調査し、委

員の調査事務に必要な実務知識及び技術の向上

についての審議等に関する事務 

河内長野市入札等監視委

員会 

市が発注した工事等に関し、入札、契約手続の運

用状況等について報告を受け、入札、契約の経緯

等に関すること並びに入札、契約の経緯及び工事

成績等の再苦情についての調査、審議等に関する

事務 

河内長野市「農の拠点」

整備設計及び関連業務プ

ロポーザル審査委員会 

河内長野市「農の拠点」整備事業において、企画

提案書公募（プロポーザル方式）による設計候補

者選定についての審査、審議等に関する事務 

河内長野市バイオマスタ

ウン推進協議会 

河内長野市バイオマスタウン構想の策定及び見

直しに関する意見及びバイオマス資源の活用等

の検討事項についての審議等に関する事務 

河内長野市「人・農地プ

ラン」検討会 

市が策定する市域における、人・農地プランにつ

いての審議等に関する事務 

河内長野市不動産評価審

議会 

市が取得又は処分しようとする不動産価格につ

いての評定、審議等に関する事務 



河内長野市文化振興計画

推進委員会 

市が策定する文化振興に関する計画等の推進や

進捗状況、文化活動の評価や助言、計画等の見直

しや策定についての調査、審議等に関する事務 

河内長野市保健計画策定

委員会 

市が策定する保健計画についての調査、審議等に

関する事務 

河内長野市保健問題対策

協議会 

市の救急医療対策、福祉医療対策、予防保健対策

その他保健問題についての審議等に関する事務 

南河内環境事業組合第２

清掃工場河内長野市公害

防止対策委員会 

南河内環境事業組合第２清掃工場の操業に伴う

公害の発生を防止し、周辺地域の生活環境や自然

環境の保全を図るための監視確認、協議、調査等

についての審議等に関する事務 

河内長野市有功者推薦審

議会 

河内長野市有功者表彰条例（昭和３９年河内長野

市条例第２６号）第２条第３号の規定に基づく同

号の本市の公益に関し功労顕著な者の推薦につ

いての審査、審議等に関する事務 

河内長野市予防接種健康

被害調査委員会 

市長の委託を受けて行った予防接種により発生

した健康被害に関する医学的見地についての調

査、審議等に関する事務 

河内長野市ラブホテル建

築規制審議会 

河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例

（昭和５９年河内長野市条例第２３号）の規定に

基づくラブホテルの建築規制についての調査、審

議等に関する事務 



河内長野市老人ホーム入

所判定委員会 

老人ホームへの入所の要否及び入所者の入所の

継続に関する要否の判定審査に関する事務 

(2) 教育委員会の附属機関 

名称 担任する事務 

河内長野市立天野小学校

学校運営協議会 

市立天野小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立天見小学校

学校運営協議会 

市立天見小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立石仏小学校

学校運営協議会 

市立石仏小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立小山田小学

校学校運営協議会 

市立小山田小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立加賀田小学

校学校運営協議会 

市立加賀田小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立川上小学校

学校運営協議会 

市立川上小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立楠小学校学

校運営協議会 

市立楠小学校の教育目標・経営方針・教育課程の

編成等についての審議等に関する事務務 

河内長野市立高向小学校

学校運営協議会 

市立高向小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立千代田小学

校学校運営協議会 

市立千代田小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 



河内長野市立長野小学校

学校運営協議会 

市立長野小学校の教育目標・経営方針・教育課程

の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立南花台小学

校学校運営協議会 

市立南花台小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立美加の台小

学校学校運営協議会 

市立美加の台小学校の教育目標・経営方針・教育

課程の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市立三日市小学

校学校運営協議会 

市立三日市小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 

河内長野市学校保健会 市立学校保健の振興に必要な事業及び指導、学校

保健に関する調査研究等についての審議等に関

する事務 

河内長野市教育支援委員

会 

障害のある児童等の就学相談・実態把握等につい

ての調査、審議等に関する事務 

河内長野市立小中学校通

学区域審議会 

教育委員会の諮問に応じて、市立小・中学校の通

学区域について調査し、答申する意見についての

審議等に関する事務 

河内長野市立小学校教科

用図書選定委員会 

教育委員会の諮問に応じて、市立小学校において

使用する教科用図書の調査研究を行い、その選定

に関して、教育委員会に答申する意見についての

審議等に関する事務 

河内長野市立中学校教科

用図書選定委員会 

教育委員会の諮問に応じて、市立中学校において

使用する教科用図書の調査研究を行い、その選定



に関して、教育委員会に答申する意見についての

審議等に関する事務 

河内長野市学校運営協議

会連絡会議 

市立学校に設置された学校運営協議会の運営に

ついての審議等に関する事務 

河内長野市文化財保護審

議会 

教育委員会の諮問に応じて、文化財保護法（昭和

２５年法律第２１４号）第１９０条第１項の規定

により市の区域内に存する文化財の保護及び活

用に関し、意見する内容についての審議等に関す

る事務 

(3) 農業委員会の附属機関 

名称 担任する事務 

河内長野市農業委員会業

務推進会議 

市内の農業振興を目的とする農業者の利益代表

としての意見の公表、建議及び答申内容について

の審議等に関する事務 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審

議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機

関に置くことがある。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、市が設置する附属機関の組織、運

営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（第４項において、「施行日」という。）から



施行する。 

（河内長野市文化財保護条例の一部改正） 

２ 河内長野市文化財保護条例（平成１２年河内長野市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

目次中「第１０章 河内長野市文化財保護審議会（第５８条・第５９

条）」を「第１０章 削除」に改める。 

第１０章を次のように改める。 

第１０章 削除 

第５８条及び第５９条 削除 

（河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例の一部改正） 

３ 河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例（昭和５９年河内長野

市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

（経過措置） 

４ 施行日から平成２５年３月３１日までの間、第２条第１項第２号の表

中「 

河内長野市立南花台小

学校学校運営協議会 

市立南花台小学校の教育目標・経営方針・教育課

程の編成等についての審議等に関する事務 

」とあるのは、「 

河内長野市立南花台西

小学校学校運営協議会 

市立南花台西小学校の教育目標・経営方針・教育

課程の編成等についての審議等に関する事務 



河内長野市立南花台東

小学校学校運営協議会 

市立南花台東小学校の教育目標・経営方針・教育

課程の編成等についての審議等に関する事務 

」と読み替えて適用する。 

附 則（平成２５年１２月２０日条例第３８号） 

この条例は、平成２６年２月６日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２７日条例第５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


